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本日の発表内容
１ 山形市上下水道部と地元管工事業者の紹介
２ 地元管工事業者とのこれまでの連携

山形市管工事協同組合と上下水道部
山形県管工事業協同組合連合会と日本水道協会山形県支部

３ 水道法改正に伴う新たな取り組み・連携
指定給水装置工事事業者制度への対応
指定店更新時講習会の開催…日本水道協会山形県支部
主任技術者現地研修会の開催…山形県管工事業協同組合連合会

４ 課題と今後の展開
これからも質の高いサービスを提供し続けるために



山形市上下水道部と地元管工事業者について



山形県内陸部盆地の
東南部に位置し、人口は
246,421人 の中核市です。
（令和3年4⽉1日現在）

山形市



給水人口︓238,428人
給水⼾数︓102,699⼾
職員数 ︓170名（特別職含む）
給水収益︓5,200,039,602円
有収水量︓24,421,397㎥ ※令和２年度決算値

給水開始︓⼤正12年に⾺⾒ヶ崎川の伏流水を利⽤して市内に
給水したのが始まり

令和５年水道通水１００周年
『山形の水、安全安⼼を次の１００年へ』

その他 ︓平成２１年 水道部と下水道部を組織統合
日本水道協会山形県支部 支部⻑都市

山形市上下水道部



昭和24年 山形市水道工事指定店協会（組合員数１１社）と
して発足

昭和36年 山形市水道工事協同組合に組織変更
昭和46年 山形市管工事協同組合に名称変更

※所属企業数43社

山形市管工事協同組合



山形県管工事業協同組合連合会 所属団体数 18団体
（所属企業数242社）

＜村山地区＞７団体
山形市管工事協同組合 天童市管工事業協同組合 上山管工事協同組合
東根市管工事業協同組合 尾花沢・⼤石田管工事協同組合
⼤江町管工事組合 最上川中部水道企業団指定店組合

＜最上地区＞１団体
新庄管工事協同組合

＜庄内地区＞３団体
鶴岡管工事協同組合 酒田管工事協同組合
庄内町水道工事組合

＜置賜地区＞７団体
米沢市管工事協同組合 南陽市上下水道工業協同組合
⻑井上下水道工業協同組合 高畠町管工事組合
川⻄町建設業協会 ⽩鷹町水道工事組合 飯豊町水交会



地元管工事業者とのこれまでの連携



山形市管工事協同組合

・時間外休日対応業務
・震災⽤緊急貯水槽の維持管理

平常時

災害発生時

山形市上下水道部

・震災⽤緊急貯水槽による
拠点給水所の開設

・応急給水、応急復旧活動
（平成8年「水道施設の災害に伴う応援協定」）

山形市管工事協同組合との連携



震災⽤緊急貯水槽の維持管理

〇平常時の連携



拠点給水所（震災⽤緊急貯水槽）の開設・運営訓練
【訓練内容】

開 設（市管工事協同組合）
↓

参加者による応急給水
↓

意⾒交換



市政広報番組「市政の目」地元テレビ局による取材



山形市管工事協同組合による災害対応の実績

平成２３年 東日本⼤震災
岩沼市、石巻市へ応急復旧、応急給水応援

平成２５年７⽉⼤⾬
天童市、上山市へ応急給水応援

平成２８年 熊本地震
熊本市への応急復旧応援

そ の 他 山形市内での断水事故への応援

〇災害時の連携



山形県管工事業協同組合連合会との連携

山形県管工事業協同組合連合会

応援要請等連絡体制の確認訓練
配管技能検定会での協⼒体制

平常時

災害時
・応急給水、応急復旧活動
（平成17年「災害時における水道
施設の復旧応援に関する協定書」）

日本水道協会
山形県支部



〇災害時の連携 県管連による災害対応の実績
平成２３年 東日本⼤震災

名取市、気仙沼市等へ応急復旧、応急給水応援
＜応援隊派遣組合＞６団体
山形市管工事協同組合 天童市管工事業協同組合 上山管工事協同組合
尾花沢・⼤石田管工事協同組合 ⻑井上下水道工業協同組合
⽩鷹町水道工事組合



平成２５年７⽉⼤⾬
天童市、上山市、村山市へ応急給水応援

＜応援隊派遣組合＞
山形市管工事協同組合 新庄管工事協同組合

平成２８年 熊本地震
熊本市への応急復旧応援

＜応援隊派遣組合＞
山形市管工事協同組合



水道法改正に伴う新たな取り組み・連携



①水道法改正（平成３０年）

＜指定給水装置工事事業者制度の改善＞

工事を適正に⾏うための資質の保持や実態との乖離の防
止を図るため、指定給水装置工事事業者の指定の更新制
（５年）が導⼊された。
＜更新時に確認することが望ましい事項＞
・指定給水装置工事事業者の講習会の受講実績
・指定給水装置工事事業者の業務内容
・給水装置工事主任技術者等の研修会の受講状況
・適切に作業を⾏うことができる技能を有する者の従事状況
・ホームページ等への内容の公表の可否



②日本水道協会山形県支部による
県内統一した指定店講習会の開催

水道事業体は指定店に対して「適切な施工を実施できるよ
う講習や研修等を定期的に実施するよう努められたい」
（平成20年 水道課⻑通知）

日水協山形県支部でアンケートを実施
・県内の水道事業体の考え



③アンケート結果（全３３事業体）
【主な意⾒】

・小規模事業体であるため講習会開催に人員をさくことができない。
・合同で広域的な開催があるのであれば参加させていただきたい。
・県内で統一した講習会を開催することが、水道事業体及び工事事業者
にとって、一番いい方法なのではないか。

〇県支部主催の講習会の開催について 賛成３３ 反対０



④山形県管工事業協同組合連合会による
給水装置工事主任技術者研修の現地研修会の開催

給水工事技術振興財団主催︓給水装置工事主任技術者研修

山形県管工事業協同組合連合会が現地研修会を開催



意⾒交換

⑤意⾒交換会の実施

日本水道協会
山形県支部

指定店への講習会
（店）

山形県管工事業
協同組合連合会

主任技術者への研修
（人）

・開催時期、開催場所、講義内容などの基本的な実施概要
・受講実績の有効期間
・対象者への周知方法



令和２年〜
日水協山形県支部が県内統一した講習会を開催

・年１回山形市で開催（令和２年、令和３年とも参集開催）
・受講実績は県内水道事業体において５年間使⽤可能。

〇山形県管工事業協同組合連合会との連携
・水道法改正に伴う指定給水装置工事事業者登録制度改正の周知
・指定店への講習会の開催通知等で、主任技術者への研修会開催に
ついてもあわせて周知（ポスター、チラシ等）



＜制度改正のお知らせチラシ＞

（表） （裏）



＜県支部主催の指定店講習会開催による効果＞

・県内の指定店の技術的知識の水準確保⇒サービス向上

・水道事業体の講習会開催の事務軽減

・複数の水道事業体に登録している指定店の受講回数の軽減
（１回の受講実績で県内どの水道事業体でも５年間有効）



＜参考︓山形市の指定給水装置工事事業者の更新状況＞

更新対象 更新済 失効 更新対象 更新済 失効

山形市 90 83 7 79 65 14

水道事業体名
令和２年度 令和３年度



課題と今後の展開（取組み）
〜これからも質の⾼いサービスを提供し続けるために〜



課題①受講実績の取り扱いについて
指定店への講習会と主任技術者への研修会の受講実績

⇒指定給水装置工事事業者の指定の更新の際に確認する。

受講済 未受講

指定の更新 （水道事業体）
受講を促す



給水装置工事主任技術者

給水装置工事主任技術者免状…有効期限なし
給水装置工事主任技術者証 …有効期限５年

※免状があれば工事は可



受講実績の公表は水道事業体の判断で⾏う。

山形県内でも公表する事業体と公表しない事業体がある。



〜山形市上下水道部では〜
＜現在のホームページ＞

・営業日、営業時間

・対応可能な
修理や取替

・受講実績の有無

＜追 加＞



人材育成・技術継承基本方針（令和元年９⽉策定）

人材育成 ・・・職員の資質の向上を図る
技術継承 ・・・知識や技術を次世代へ継承する
〇具体的な技術継承の取組み
①ＯＪＴ ②外部研修の活⽤
③水道技術研修施設の活⽤
④山形市上下水道管路情報システム

（マッピングシステム）の活⽤

〜山形市上下水道部の事例〜

課題②上下水道部の自助の限界



山形市上下水道部水道技術研修施設 平成２５年竣工



信頼関係
の構築

今後の展開 お客様
市⺠

水道事業体 管工事業者

情報共有と連携

情報提供
広報広聴の充実

サービスの提供



ご清聴ありがとうございました。


